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国民健康保険は、病気やけがをしたときに安心して、お医者さんにかかれるよう、加入者みんなで日ごろか

らお金を出し合って医療費に備える制度です。職場の健康保険、後期高齢者医療制度で医療を受けている人や

生活保護を受けている人を除いて、すべての人が国民健康保険に加入しています。

この制度は、まず、加入者が医療費の一部を医療機関に支払います。そして、加入者から別途、国民健康保

険税を徴収して、これに国・県からの交付金等を加えたものから、総務費等を差し引いて、医療費の残金を支

払います。昨今の高齢化や医療技術の高度化、また、医療に対する意識の変化による多重診療などにより、

医療費 (① +②)が年 増々加の一途をたどり、財政が破綻するのではと危惧されています。

(図中の数値は、平成 23年度のデータです。)
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医療費の年次推移
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医療費を決定、報告
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国 。県からの交付金1488億円

熙
国民健康保険
特別会計

療養給付費等交付金

前期高齢者交付金

東広島市
(保険者)

医療費請求

来年を増加する医療費


